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こども未来戦略「加速化プラン」 （給付拡充と子ども・子育て支援金制度）

こども未来戦略とは？

◎ ： 霜6古言言「`よご品言嘉□閲―う゚ ランに基づき、
以下のような給付の拡充等を行うこととしています。

●所得によらず、支給の対象となります。

●支給期間を高校生年代まで延長します。

●第3子以降はより手厚く、一人当たり 月3万円に大幅

増額します。

●4か月に1回から、 2か月に1回の支給になります。

1.5万円 Fシ紅）I

^.9沼～9小学生 1万円 1.5万円
鼻中学生 1万円
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一('!I 0紐-311}_未潰 i 1.5万円
P¥3践ー小学生 1万円 n .9 子！＿・人1匂

＾ 中学生 1万円 3万円

＾ 高梃 1万円

※令和 6年10月分から拡充
「出生後休業支援給付」を創設し、

子の出生直後の一定期間内に

両親ともに14日以上の育児休業を取った場合、

最大28日間、手取りの10割相当を支給します。- -「育児時短就業給付」を創設し、

こどもが2歳未満の期間に、時短勤務を選択した場合にゞ

時短勤務時の賃金の原則10％を支給します。 l゚- リて80%]1: ←ゥ

0:ごに口詑芯ばば温、函
社会保険科の免除等で実贄手取りて•100％相当

※令和 7年度から実施

国民年金の第1号被保険者の方を対象に、

育児期間中の国民年金保険料免除措置を創設します。

〈実父や蚕子を蛋育する父母の場合〉

可児悶揺1今の対譴I::」

| 最大12
出生日

'"子となった日 1
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〈実母の場合〉
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「こども誰でも通園制度」 は、

保育所等に通っていない0歳6カ月から

満3歳未満のこどもが

｀ ［i恥習卓｛宣等で柔瓦 ：嘉ij子できる制度です。
（こども 1人当たり10時間／月）

※令和 8年10月から実施 ：り心’ ※令和 7年度は希望自治体、令和 8年度よリ全国実施

，， ：` 

西而5投免r手の対f,9期 li<J 汀児心S|HI免除の対？ば月IWJ

--I重:.1l::111聞 l~雰：： I― 
＾ 出 B ,、I

上記の給付の拡充には、令和8年度から始まる子とも・子育て支援金が充てられます。
子ども・子育て支援金制度は、 全世代 ・全経済主体がこどもや子育て世帯を社会全体で応t

組みです。
：＊詳細は裳面をこ確陸くたさい。
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こども家庭庁

「子ども・子育て支援金」って何？

・「子ども・子育て支援金」は、少子化・人口減少が危機的な状況にある中で策定された
「加速化プラン」の財源の一部であり、 子育て世帯に対する大きな給付の拡充を通じて、
こどもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。

・少子化の傾向を改善することは、我が国の経済・社会システムの維持や労働力確保、
国民皆保険の維持にもつながるため、 高齢者や企業の皆様を含む全世代・全経済主体
から医療保険料とあわせて支援金を拠出いただく こととしております。

いつから始まるの？

令和8年4月分保険料 (5月末納付分）より、 医療保険の保険料とあわせて拠出いただきます。

※児童手当の拡充、妊婦のための支援給付、出生後休業支援給付などの給付拡充施策は、支援金の開始
を待たずに先行して実施しています（そのための財源は、子ども・子育て支援特例公債の発行により確保）

保険料はどのくらいになるの？
、
ー
、

・被用者保険の支援金額（月額）は、 標準報酬月額 X 支援金率となるため、

被保険者の所得（標準報酬月額）によります。

詳しくは、こども家庭庁HP「子ども・子育て支援金制度の概要について」

でお示ししている 「子ども・子育て支援金に関する試算」もご参照ください。

※支援金は令和8年度から令和10年度にかけて段階的に導入することとしており、令和10年度の支援金率は
0.4％程度と見込んでいます。 I ' 

※支援金は医療保険とは区分された仕組みであり、支援金が充てられる給付も法定されています（表面参照）。

※また、法律において、歳出改革等により実質的な社会保険料負担を軽減させることで、支援金を
拠出いただくことによる社会保障負担率の上昇の効果がこれを超えないようにすることとされています。

［社会保障負担率＝ 社会；：：：：財旦］

事業主に求められることは？
、
—
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・医療保険の保険料とあわせて事業主の皆様からも支援金を拠出いただきます。

・被用者保険の料率（支援金率）については、 国が一律の率を示す予定です。

・給与明細書において医療保険料等と区別して支援金額が表示される
取組について、ご理解・ご協力をお願いします。




